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別紙：デモ設定（市内転居に係る手続） 

 

１．デモンストレーションの内容 

・　インターネット接続上のデモ環境等により、市内での転居届及び関連手続

　　の申請書等の作成・受付、手続案内書の作成、他部署への案内までに係る

　　一連のシステム操作を実演すること。 

・　操作内容、画面構成、画面遷移等を説明しながら実演し、職員目線でシス

　　テムの操作性が分かるように行うこと。 

・　画面展開については、モニターに投影し、委員に見えるようにすること。 

・　時間はプレゼンテーションの時間の範囲内（４０分以内）で行い、①転居

　　届受付、②関連手続の判定・案内、③他部署で受け継いだあとの手続再開

　　の３点の要素を含めること。 

 

２．ペルソナ及び対象手続の詳細 

(1)対象世帯のペルソナ 

＜転居する世帯＞ 

氏名 生年月日 性別 旧続柄 新続柄

 １ 吉野川 太郎 昭和53年４月20日 男 世帯主 世帯主
ヨシ ノ ガワ タ ロウ

 ２ 吉野川 花子 昭和55年１月14日 女 妻 妻
ヨシ ノ ガワ ハナ コ

 ３ 吉野川 和子 平成28年10月10日 女 子 子
ヨシ ノ ガワ カズ コ

＜転居先世帯＞ 

氏名 生年月日 性別 旧続柄 新続柄

 １ 麻植 一郎 昭和30年12月12日 男 世帯主 妻の父
オ エ イチロウ

 ２ 麻植 幸子 昭和31年10月31日 女 妻 妻の母
オ エ サチ コ

（その他の条件） 

　３名ともマイナンバーカード所持 

　３名とも国民健康保険に加入 

　子は指定学区の公立小学校に転校する。 
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(2)対象手続等 

　対象手続…市内での転居届（吉野川家全員が麻植家へ編入） 

　届出人：吉野川 花子 

　異動日：デモンストレーションの日 

　届出日：デモンストレーションの日 

　転居前住所：吉野川市川島町桑村２４２１番地１ 

　転居後住所：吉野川市鴨島町鴨島１１５番地１ 

　関連手続 ①：マイナンバーカードの住所変更手続 

　　　　　 ②：住民票（謄本）の取得 

　　　　　 ③：国民健康保険の住所変更手続 

　　　　　 ④：児童手当の住所変更手続 

　　　　　 ⑤：子どもの医療費助成制度の住所変更手続 

　　　　　 ⑥：公立小学校就学（転校）届 

　　　　　 ※転居届及び①～③の手続は同一窓口で受付、④～⑥については、

　　　　　　 手続案内所を作成の上他部署へ案内 

 

３．留意事項 

・　デモンストレーション実施のためのモニター及びHDMIケーブルは本市が

　　準備する。 

・　端末、インターネット接続環境、その他必要な機器は、提案者が準備する

　　こと。 

・　デモンストレーションで使用するペルソナ設定については、事前に提案者

　　のデモンストレーション環境に設定しておくこと。 

　　※対象手続・関連手続の内容が変わらなければ、名前や転居前・後の住所

　　　は任意の設定に変更可とする。但し、デモの際に変更した旨を説明する

　　　こと。


